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このたび、ガスパルは厚生労働省より「若者応援宣言」企業として認定されました。 

記 

１．認定の概要 

「若者応援宣言」企業とは、一定の労務体制が整備されており、若者(３５歳未満)を採用・育成の 

ため求人の申込み又は募集を行い、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を公表して積 

極的にマッチングやＰＲ等を行う企業のことをいいます。 

２．認定によって期待できる効果 

① 厚生労働省管轄「若者応援雇用促進総合サイト」にて詳細な就職関連情報が掲載され、求職 

者に会社の魅力を広くアピールできます。 

② ハローワーク内の「若者応援宣言企業コーナー」に掲示されます。 

③ 若者応援宣言企業限定のイベントに参加できます。 

３．認定されたガスパルの実績 

ガスパルにおける新卒採用及び中途採用実績、新卒者等の定着率、福利厚生制度（アニバーサリ 

 ー休暇、プチバカンス休暇、保育施設利用補助制度等）および研修実施内容（新卒入社後１ヶ月の 

 入社時研修、新人教育カリキュラム、フォローアップ研修等）など様々な取り組みや実績が評価さ 

れ、「若者応援宣言」企業として認定されました。今後ともガスパルは積極的に若者の採用・育成 

を行ってまいります。尚、２０１７年度分については改めて申請予定となります。 

４．掲載されたポータルサイト（若者雇用促進応援サイト｜厚生労働省職業安定局） 

https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/top.action

以上 

厚生労働省より、

「若者応援宣言」企業として認定！


